
　

特
定
健

診
は
、
メ

タ
ボ
リ
ッ

ク
シ
ン
ド

ロ
ー
ム
を

予
防
す
る
た
め
の
健
診
で
す
。
対
象
の
方

に
は
６
月
１
日
ま
で
に
受
診
券
が
郵
送
さ

れ
て
い
ま
す
の
で
、
早
め
に
必
ず
受
診
し

ま
し
ょ
う
。

　

年
に
１
度
は
健
診
を
受
け
自
分
の
体
は

自
分
で
守
り
ま
し
ょ
う
。

▼
持
ち
物
＝
受
診
券
、
田
原
市
国
民
健
康

保
険
証
ま
た
は
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
証

▼
費
用
＝
自
己
負
担
分
は
無
料　

▼
場
所

＝
市
内
指
定
医
療
機
関　

▼
期
間
＝
12
月

31
日
ま
で
の
診
療
時
間
内　

▼
そ
の
他
＝

昭
和
10
年
５
月
～
９
月
生
ま
れ
の
方
に

は
、
誕
生
月
の
翌
月
末
に
受
診
券
が
届
き

ま
す
。

▼
保
険
年
金
課

☎
23
局
２
１
４
９
（
特
定
健
診
）

☎
23
局
３
５
１
４
（
後
期
高
齢
者
健
診
）

　

社
会
保
険
労
務
士
に
よ
る
「
ね
ん
き
ん

定
期
便
臨
時
相
談
窓
口
」を
開
設
し
ま
す
。

年
金
の
記
録
な
ど
、
相
談
を
希
望
さ
れ
る

方
は
郵
送
さ
れ
た
「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」

な
ど
を
お
持
ち
の
う
え
、お
越
し
下
さ
い
。

▼
日
時
＝
６
月
16
日
（
水
）、
７
月
21
日

（
水
）、
以
後
平
成
23
年
３
月
ま
で
毎
月
第

３
水
曜
日
／
い
ず
れ
も
午
前
10
時
～
正

午
、
午
後
１
時
～
４
時　

▼
場
所
＝
市
役

所
相
談
室
（
南
庁
舎
１
階
）

▼
保
険
年
金
課

☎
23
局
２
１
４
９　

23
局
０
１
８
０

　

有
効
期
限
が

７
月
31
日
ま
で

の
「
母
子
家
庭

等
医
療
費
受
給

者
証
」「
障
害

者
医
療
費
受
給

者
証
」「
後
期

高
齢
者
福
祉
医
療
費
受
給
者
証
」
を
お
持

ち
の
方
に
、
受
給
者
証
更
新
手
続
き
の
案

内
を
順
次
、
郵
送
し
ま
す
。

　

通
知
に
記
入
し
て
あ
る
申
請
受
付
期
間

内
に
市
役
所
保
険
年
金
課
ま
た
は
赤
羽
根

市
民
セ
ン
タ
ー
（
旧
赤
羽
根
支
所
）・
渥

美
支
所
市
民
生
活
課
で
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
。

▼
保
険
年
金
課

☎
23
局
３
５
１
４　

23
局
０
１
８
０

　

毎
月
１
回
、
弁

護
士
に
よ
る
法
律

相
談
を
行
っ
て
い

ま
す
。
消
費
者
問

題
・
多
重
債
務
な

ど
で
お
困
り
の

方
、
一
人
で
抱
え
込
ま
ず
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

　

相
談
内
容
は
問
い
ま
せ
ん
。
秘
密
は
厳

守
さ
れ
ま
す
。

▼
日
時
＝
毎
月
第
４
木
曜
日
／
午
後
１
時

～
４
時
（
要
予
約
／
相
談
時
間
は
30
分
程

度
）　

▼
場
所
＝
田
原
福
祉
セ
ン
タ
ー
相

談
室　

▼
申
し
込
み
＝
電
話
に
て

▼
商
工
観
光
課

☎
23
局
３
５
１
６　

22
局
３
８
１
７

　

戸
別
所
得
補
償
モ
デ
ル
対
策
の
交
付
金

を
受
け
る
た
め
に
は
６
月
末
ま
で
に
加
入

申
請
書
、
作
付
面
積
確
認
依
頼
書
等
の
提

出
が
必
要
で
す
。

▼
対
象
＝
水
田
を
活
用
し
転
作
作
物
の
作

付
け
・
販
売
な
ど
を
行
う
農
家
の
方
お
よ

び
米
の
生
産
数
量
目
標
に
即
し
た
米
の
生

産
・
販
売
を
行
う
農
家
の
方
（
水
稲
共
済

加
入
者
）　

▼
開
催
日
／
場
所
＝
①
６
月

15
日
（
火
）
／
市
役
所
大
会
議
室
②
６
月

16
日
（
水
）
／
渥
美
支
所
４
０
１
会
議
室

③
６
月
18
日
（
金
）
／
営
農
支
援
セ
ン
タ

ー
（
赤
羽
根
市
民
セ
ン
タ
ー
）　

▼
受
付

時
間
＝
午
後
１
時
30
分
～
４
時　

▼
内
容

＝
加
入
申
請
書
、
作
付
面
積
確
認
依
頼
書

な
ど
申
請
に
必
要
な
書
類
の
受
付　

▼
持

ち
物
＝
印
鑑
、
交
付
金
振
込
先
の
口
座
番

号
が
分
か
る
も
の

※
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
農
政
課

☎
23
局
３
５
１
７　

22
局
３
８
１
７

▼
対
象
＝
田
原
市
・
豊
橋
市
在
住
の
方
で
、

農
業
生
産
工
程
管
理
手
法
（
Ｇギ

ャ
ッ
プ

Ａ
Ｐ
）
の

導
入
を
目
指
す
農
業
者
・
農
業
生
産
法
人

▼
内
容
＝
課
題
に
応
じ
て
適
切
な
指
導
を

行
う
こ
と
の
で
き
る
指
導
員
、
そ
の
他
専

門
知
識
を
有
す
る
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
を
派
遣

し
ま
す
。
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
派
遣
（
年
間

４
回
ま
で
）
に
要
す
る
直
接
経
費
の
２
分

の
１
を
補
助
し
ま
す
。

※
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
豊
橋
田
原
広
域
農
業
推
進
会
議
事
務
局

（
豊
橋
市
役
所
農
政
課
内
）

☎（
０
５
３
２
）51
局
２
４
７
１

　
（
０
５
３
２
）56
局
５
１
３
０

６
月
は
特
定
健
診
・
特
定
保
健
指
導

普
及
啓
発
強
化
月
間
で
す
！

ね
ん
き
ん
定
期
便
臨
時
相
談
窓
口

を
開
設

福
祉
医
療
受
給
者
証
の

更
新
を
忘
れ
ず
に

無
料
法
律
相
談
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

戸
別
所
得
補
償
モ
デ
ル
対
策

加
入
申
請
受
付
会

農
業
生
産
工
程
管
理
手
法
導
入
支
援

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
派
遣
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